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鏡石町告示第１９号

第４回鏡石町議会臨時会を次のとおり招集する。

平成２１年 ４月２１日

鏡石町長 木 賊 政 雄

記

１．期 日 平成２１年 ４月３０日

２．場 所 鏡石町役場議会議場

３．付議事件

(1)常任委員会委員の改選について

(2)議会運営委員会委員の改選について

(3)専決処分した事件の承認について（１２件）

(4)消防ポンプ自動車購入契約の締結について

(5)防災行政無線機購入契約の締結について
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○応招・不応招議員

応招議員（１４名）

１番 深 谷 荘 一 君 ２番 今 駒 英 樹 君

３番 渡 辺 定 己 君 ４番 今 駒 隆 幸 君

５番 根 本 重 郎 君 ６番 大河原 正 雄 君

７番 柳 沼 俊 行 君 ８番 今 泉 文 克 君

９番 仲 沼 義 春 君 １０番 木 原 秀 男 君

１１番 菊 地 栄 助 君 １２番 小 貫 良 巳 君

１３番 円 谷 寛 君 １４番 円 谷 寅三郎 君

不応招議員（なし）
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平成２１年第４回鏡石町議会臨時会会議録

議 事 日 程（第１号）

平成２１年４月３０日（木）午後１時 開会

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 報告第２６号 専決処分した事件の承認について

日程第 ４ 報告第２７号 専決処分した事件の承認について

日程第 ５ 報告第２８号 専決処分した事件の承認について

日程第 ６ 報告第２９号 専決処分した事件の承認について

日程第 ７ 報告第３０号 専決処分した事件の承認について

日程第 ８ 報告第３１号 専決処分した事件の承認について

日程第 ９ 報告第３２号 専決処分した事件の承認について

日程第 １０ 報告第３３号 専決処分した事件の承認について

日程第 １１ 報告第３４号 専決処分した事件の承認について

日程第 １２ 報告第３５号 専決処分した事件の承認について

日程第 １３ 報告第３６号 専決処分した事件の承認について

日程第 １４ 報告第３７号 専決処分した事件の承認について

日程第 １５ 議案第 148号 防災行政無線機購入契約の締結について

日程第 １６ 常任委員会委員の改選について

日程第 １７ 議会運営委員会委員の改選について

本日の会議に付した事件

議事日程第（１号）及び第（１号）の追加

追加日程 副議長辞職の件について

追加日程 副議長の選挙

追加日程 議長辞職の件について
追加日程 議長の選挙
追加日程 議席の一部変更について
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出席議員（１４名）

１番 深 谷 荘 一 君 ２番 今 駒 英 樹 君

３番 渡 辺 定 己 君 ４番 今 駒 隆 幸 君

５番 根 本 重 郎 君 ６番 大河原 正 雄 君

７番 柳 沼 俊 行 君 ８番 今 泉 文 克 君

９番 仲 沼 義 春 君 １０番 木 原 秀 男 君

１１番 菊 地 栄 助 君 １２番 小 貫 良 巳 君

１３番 円 谷 寛 君 １４番 円 谷 寅三郎 君

欠席議員（なし）

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 木 賊 政 雄 君 副 町 長 大河原 直 博 君

教 育 長 佐 藤 節 雄 君 総 務 課 長 木 賊 正 男 君

税務町民課長 髙 原 芳 昭 君 健康福祉課長 今 泉 保 行 君

産業課長兼
農業委員会 小 貫 忠 男 君 都市建設課長 圓 谷 信 行 君
事務局長

上下水道課長 教 育 課
参事兼課長 小 林 政 次 君 参事兼課長 遠 藤 栄 作 君

会計管理者
兼出納室長 八 巻 司 君

事務局職員出席者

議会事務局
面 川 廣 見 主 任 主 査 相 楽 信 子

局 長
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開会 午後１時

◎開会の宣告

○議長（仲沼義春君） ただいまから、第４回鏡石町議会臨時会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

会議規則第２条による欠席の届け出者は、皆無であります。

◎招集者あいさつ

○議長（仲沼義春君） 本臨時会にあたり招集者である町長からあいさつがあります。

町長。

〔町長 木賊政雄君 登壇〕

○町長（木賊政雄君） みなさんこんにちは。

桜の季節から新緑に移り躍動の時を迎えた本日、第４回鏡石町議会臨時会を開催

いたしましたところ議員の皆さまには、公私ともにお忙しい中、ご出席を賜りまして

誠にありがとうございます。今臨時会にご提案申し上げますのは、条例の一部改正に

かかる専決処分２件のほか、年度末事業費等の確定に伴う平成２０年度一般会計補正

予算ほか９特別会計の専決処分の承認及び防災行政無線機購入契約の締結に係る議案

１件の合わせまして１３件を提案するものであります。ご審議いただきまして議決賜

りますようお願い申し上げごあいさつといたします。

◎開議の宣告

○議長（仲沼義春君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであ

りますので、よろしくお願いを申し上げます。

なお、本日の臨時会の付議事件として告示されておりました、消防ポンプ自動車

購入契約の締結については、入札の結果が不調となり、本日の臨時会に議案提出が

できず、取り消されることとなった旨の説明報告がありました。

◎会議録署名議員の指名

○議長（仲沼義春君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員に、会議規則第１１３条の規定によって、８番今泉文克君、１０

番、木原秀男君、１１番、菊地栄助君を指名いたします。

◎会期の決定

○議長（仲沼義春君） 日程第２、会期決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。

本臨時会の会期は、本日一日間にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

よって会期は１日間と決しました。
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◎報告第２６号～報告第２７号、上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（仲沼義春君） 日程第３報告第２６号及び日程第４報告第２７号の専決処分

した事件の承認についての２件を一括議題としたいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、日程第３及び日程第４の報告２件を一括議題とすることに決しまし

た。

○議長（仲沼義春君） 局長に議案を朗読させます。

○議会事務局局長（面川廣見君） 〔報告第２６号～報告第２７号までを朗読〕

○議長（仲沼義春君） 提出者から提案理由の説明を求めます。

税務町民課長。

〔税務町民課長 髙原芳昭君 登壇〕

○税務町民課長（髙原芳昭君）

ただいま一括上程されました、報告第２６号及び報告第２７号につきまして、提

案理由のご説明をいたします。

このたびの改正は、地方税法等の一部改正法律が３月２７日成立し、３月３１日

に公布され４月１日施行によるものであり、一部を改正する条例につきましては、

第１条、第２条、第３条からの改正になっております。

専決第２４号を説明させていただきます。３ページ上段の第１条の改正につきま

しては、このたびの税制改正に伴いまして改正された内容でありまして、４ページ

１１行の第７条の３の２につきましては、新たに創設されました個人住民税に係る

住宅借入金等の課税条例について規定された新条例であります。

次に５ページ１４行目、附則第１２条からは固定資産税に係る負担調整措置の継

続がなされたため適用年度等の読み替えであります。次に６ページ下段５行目でご

ざいますが、こちらにつきましては、第２条からの改正になっておりまして、この

たび新たに新築された認定長期優良住宅、いわゆる２００年住宅に対しまして固定

資産税の税額の規定について新たに規定されたものであります。

次に７ページ上段１０行目第３条改正でございますが、こちらにつきましては、

（平成２０年鏡石町条例第３０号）で議決を得ました町税条例等の一部を改正する

条例の施行日前での改正等が、この度発生したことから町税条例の一部を改正する

条例の一部改正を行うものであります。

８ページの附則でございますが、施行期日は平成２１年４月１日から施行するも

のでありまして、次の各号に掲げる規定につきましては、当該各号に定めるものと

するものであります。なお、固定資産税に関する経過措置といたしまして、第３条

３項、平成２１年度の固定資産税に限り条例第６７条第１項の規定につきましては

同項中「４月１日から同月３０日まで」とあるのを「５月１日から同月３１日ま

で」とするものであります。

この経過措置につきましては、今年度固定資産税に関しまして評価替えの年にな

って、縦覧の期間等の関係から発布時期を一ヶ月ずらす内容となっております。

つづきまして専決第２５号でございます。こちらにつきましては鏡石町国民健康
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保険税条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方自治法１７９条第１

項の規定により専決処分したものでありますが、このたびの改正は、同じく地方税

法の一部改正及び国保税の介護納付金の課税限度額の引き上げなどが盛り込まれた

地方税法施行令の一部改正令が３月３１日に公布され、４月１日施行されたことに

よるものであります。

条例第２条第４項では、介護納付金の限度額を現行９万円を１０万円に改める改

正規定であります。次に第２３条第２項では、保険税の軽減規定についての要件見

直し等にかかる改正であります。なお、以下の各附則につきましては改正に伴いま

して条文の整理及び所得税法租税特別措置法の一部改正を受けまして、保険税課税

に係る所得割額等の算定の適用のため所用の改正を行っているものです。

１３ページの附則につきましては施行期日第１条、この条例は平成２１年４月１

日から施行、ただし、次の各号に掲げる規定につきましては、当面、各号に定める

日から施行するものとしております。

第２条、改正後の鏡石町国民健康保険税条例第２条第４項及び第２３条の規定は

平成２１年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２０年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例によるものといたします。

以上、ご説明申し上げました。

ご審議いただきご承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（仲沼義春君） これをもって提案理由の説明を終わります。

これより報告２件の一括質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

○議長（仲沼義春君） これより報告２件の一括討論を行います。

討論は、ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより採決を行います。

はじめに、報告第２６号 鏡石町税条例等の一部を改正する条例の専決処分した

事件の承認についての件を採決します。

お諮りいたします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告第２６号 専決処分した事件の承認については、承認すること

に決しました。

つぎに、報告第２７号 鏡石町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決

処分した事件の承認についての件を採決します。

お諮りします。
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本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告第２７号 専決処分した事件の承認については、承認すること

に決しました。

◎報告第２８号、上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（仲沼義春君） 日程第５ 報告第２８号 専決処分した事件の承認について

の件を議題といたします。

局長の議案朗読を省略し、ただちに、提出者から成案理由の説明を求めます。

副町長。

〔副町長 大河原直博君 登壇〕

○副町長（大河原直博君） ただいま上程されました報告第２８号 専決処分した事

件の承認について、提案理由のご説明を申し上げます。１６ページをお願いいたし

ます。本件は専決第２６号として平成２０年度鏡石町一般会計補正予算(第５号)に

つきまして、地方自治法１７９条第１項の規定により専決処分をいたすものでござ

います。

このたびの補正につきましては、平成２０年度予算の最終整理をしたものであり

まして、第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９９，７３

９千円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，３０５，

７３２千円とするものでございます。

第２条では、２１ページの第２表地方債補正のとおり、町道整備事業費と基盤整

備促進事業費の限度額の変更をするものでございます。詳細につきましては、２４

ページ以降の事項別明細書によりまして説明を申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕

○議長（仲沼義春君） これをもって提案理由の説明を終わります。

これより質疑にはいります。

質疑はありませんか。

５番 根本重郎君。

〔５番 根本重郎君 登壇〕

○５番（根本重郎君） ５番の根本であります。人件費というか報酬関係で２点ほど

お伺いいたします。一つめは、７１ページの教育委員会外部評価事業１６万円のマ

イナスということですが、これは人数かける回数かなと思うんですが、この内訳と

７９ページにあります体育指導員の報酬、これも人数かける一回ごとの報酬手当だ

と思うが、２３万円というのはかなり出席が少ないのかなと思うので内容をお聞か

せいただきたい。

○議長（仲沼義春君） 質問に対する答弁をもとめます。

教育課長。

〔教育課長 遠藤栄作君 登壇〕

○教育課長（遠藤栄作君） ５番議員のご質問にご答弁申し上げます。

７１ページの外部評価でございますけれども、これにつきましては当初２０万円
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としてございましたけれども評価員は当初５名ほど予定しておりましたが３名の評

価員を委嘱してございました。ひとりについては１万円、もうおふた方については

５千円ということで、合計２回ほど実施した中身での金額でございます。

次に、社会体育関係でありますけれどもこれにつきましては、指導員の報酬であ

りますけれども一回当たりの金額が手許に資料がなく分からないのですが、１２名

の報酬ということで、回数であがったものがこの８０万円ほどの金額を報酬として

支出したということでございます。

○議長（仲沼義春君） ほかに質疑はありませんか。

１３番 円谷 寛君。

〔１３番 円谷 寛君 登壇〕

○１３番（円谷 寛君） 教育委員会関係なんですけれども８１ページに教育費、保

健体育費のなかで委託料の減額が８８１千円ですか。町民プール関係委託料が６１

４千円の減額になっているのですが、指定管理者で運営されているが減額はどうい

う意味なのか説明を願いたい。それから図書館費もですね、委託料の減額があり清

掃業務ですか、２６万９千円減額はどのようにして生じるのかご説明していただき

たい。

○議長（仲沼義春君） 質問に対する答弁をもとめます。

教育課長。

〔教育課長 遠藤栄作君 登壇〕

○教育課長（遠藤栄作君） ただいまのご質問でありますけれども８１ページの町民

プール関係でございますけれども、これにつきましては燃料費のリスク分、３月の

定例議会でご提出申し上げました。そのなかで最終的に後半に単価が下がったこと

による減額でございます。あと、図書館については、入札後の確定ということでご

理解を頂きたいと思います。

○議長（仲沼義春君） ほかに質疑はありませんか。

〔「質疑なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

○議長（仲沼義春君） これより討論を行います。

討論はありませんか。

[「無し」の声あり]

○議長（仲沼義春君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより報告第２８号 平成２０年度鏡石町一般会計補正予 算(第５号)の専決

処分した事件の承認についての件を採決します。

お諮りします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

[「異議無し」の声あり]

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告第２８号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。
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◎報告第２９号から報告第３１号、上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（仲沼義春君） 日程第６報告第２９号から日程第８報告第３１号の専決処分

した事件の承認についての報告３件を一括議題としたいと思います。

これにご異議ございませんか。

[「異議なし」の声あり]

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告３件を一括議題といたします。

局長の議案朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求めます。

税務町民課長。

〔税務町民課長 髙原芳昭君 登壇〕

○税務町民課長（髙原芳昭君） ただいま一括上程されました報告第２９号、報告第

３０号、報告第３１号につきまして、提案理由を説明申し上げます。

はじめに専決第２７号、８５ページでございますが平成２０年度鏡石町国民健康

保険特別会計補正予算（第５号）につきまして提案理由をご説明申し上げます。

このたびの補正につきましては、予算整理をする内容でありまして、既定の歳入

歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，３４４千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１，２５９，２４３千円とするものであります。

詳細につきましては、事項別明細書によりご説明もうしあげます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕

つづきまして報告第３０号 専決第２８号 平成２０年度鏡石町老人保健特別会

計補正予算（第２号）につきまして提案理由のご説明を申し上げます。

こちらにつきましては、実績等によります予算整理であります。

既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５０，９９７千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０６，１２７千円とするものであります。

詳細につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕

次に報告第３１号 専決第２９号 平成２０年度鏡石町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第４号）について提案理由を申し上げます。

このたびの補正につきましても実績等によります予算整理によりまして、既定の

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１，６０７千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８１，８８１千円とするものであります。

詳細につきましては、事項別明細書によりご説明もうしあげます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕

以上、ご説明申し上げました。ご審議いただきご承認賜りますようお願い申し上

げます。

○議長（仲沼義春君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより報告３件の一括質疑に入ります。

質疑はありませんか。

１３番 円谷 寛君。

〔１３番 円谷 寛君 登壇〕
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○１３番（円谷 寛君） 国保税の関係でお尋ねいたします。

９０ページの歳入で１款国民健康保険税、１項、１目一般被保険者国民健康保険

税が△８，４１０千円となっていますね。 その下の２目、退職被保険者等国民健

康保険税がプラスの４，１１４千円となって、大変コントラストがあまりにも明白

でありません。なぜこのような結果になったのか国保税一般の被保険者が減って、

退職被保険者のほうが、それに対して増額になった。このへんを説明いただきたい。

○議長（仲沼義春君） 質疑に対する答弁を求めます。

税務町民課長。

〔税務町民課長 髙原芳昭君 登壇〕

○税務町民課長（髙原芳昭君）

１３番 円谷 寛議員のご質問にご答弁申し上げます。

国民健康保険税の９０ページの歳入の部分で、一般被保険者と退職被保険者のバ

ランスというか、歳入状況ということでございますが、一般被保険者の国民健康保

険の補正額８，４１０千円の減額でございます。こちらにつきましては、当初保険

料の算定で予定していた部分、予算計上した部分より実績確定によって減額となっ

たのが実情でございまして、内容的には課税額の部分での状況を多めにみていたの

かなということでの今回の補正の内容でございます。２節の退職被保険者の件でご

ざいますが、こちらにつきましても加入状況等が増えての部分で、実績等による増

加と認識しておりますので、結果このような形になったことは若干大変申し訳あり

ません。資料等持ち合わしておりませんが、被保険者数の増加による増額というこ

とでございます。以上答弁とさせていただきます。

○議長（仲沼義春君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより報告３件の一括討論を行います。

討論は、ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） これをもって討論を終了いたします。

これより採決を行います。

はじめに、報告第２９号 平成２０年度鏡石町国民健康保健特別会計補正予算

（第５号）の専決処分した事件の承認についての件を採決します。

お諮りします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告第２９号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

つぎに、報告第３０号 平成２０年度鏡石町老人保健特別会計補正予算（第２

号）の専決処分した事件の承認についての件を採決します。

お諮りしします。
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本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告第３０号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

つぎに、報告第３１号 平成２０年度鏡石町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第４号）の専決処分した事件の承認についての件を採決します。

お諮りします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告第３１号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

◎報告第３２号、上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（仲沼義春君） 日程第９ 報告第３２号 専決処分した事件の承認について

の件を議題といたします。

局長の議案朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求めます。

健康福祉課長。

〔健康福祉課長 今泉保行君 登壇〕

○健康福祉課長（今泉保行君） ただいま上程されました報告第３２号 専決処分し

た事件の承認について、提案理由のご説明を申し上げます。

本件は、平成２０年度鏡石町介護保険特別会計補正予算(第４号）につきまして、

地方自治法１７９条第１項の規定により専決処分したものでございます。

このたびの補正は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３７，１９

３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８７，６０９千円とす

るものであります。詳細につきましては、１３４ページからの事項別明細書により

ご説明申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕

○健康福祉課長（今泉保行君） 以上、提案理由をご説明申し上げました。よろしく

ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（仲沼義春君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより質疑には入ります。

質疑はありませんか。

〔「質疑なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） 討論なしと認めます。
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これをもって討論を終了いたします。

これより報告第３２号 平成２０年度鏡石町介護保険特別会計補正予算(第４号）

の専決処分した事件の承認についての件を採決します。

お諮りします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告第３２号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

◎報告第３３号、上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（仲沼義春君） 日程第１０ 報告第３３号 専決処分した事件の承認につい

ての件を議題といたします。

局長の議案朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求めます。

産業課長。

〔産業課長 小貫忠男君 登壇〕

○産業課長（小貫忠男君） ただいま上程されました報告第３３号 専決処分した事

件の承認について提案理由のご説明を申し上げます。

専決第３１号 平成２０年度鏡石町工業団地事業特別会計補正予算（第３号）に

つきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したものであり

ます。補正予算の内容につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ８，５１３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６７，７

３４千円とするものでございます。

このたびの補正予算の主な内容は、南町地区工場用地造成計画に伴い測量、地質

調査等の委託事業費の確定による予算の整理をするものでございます。

詳細につきましては、１４４ページからの事項別明細によりご説明を申し上げま

す。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕

○産業課長（小貫忠男君） 以上、提案理由をご説明申し上げました。ご審議の上ご

承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（仲沼義春君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより質疑には入ります。

質疑はありませんか。

１２番 小貫良巳君。

〔１２番 小貫良巳君 登壇〕

○１２番（小貫良巳君） ただいま上程されました予算の歳出について、南町地区の

事業費の中で、説明はそのとおりなんですが、委託料２千万の内７，１０１千円が

減額になっているが、その中の測量業務委託５００万円減額になっているのは請差

なのか見積が多かったのか、説明をお願いします。

○議長（仲沼義春君） 質疑に対する答弁を求めます。

産業課長。

－13－



〔産業課長 小貫忠男君 登壇〕

○産業課長（小貫忠男君） １２番議員のご質問にご答弁申し上げます。

１４７ページの委託関係の測量業務委託関係でございますが、こちらにつきまし

ては福島県土木部の委託設計基準及び単価により積算をしておりまして、入札に伴

います請差で５，６８５千円減額になったということでございます。

○議長（仲沼義春君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより報告第３３号 平成２０年度鏡石町工業団地事業特別会計補正予算（第

３号）の専決処分した事件の承認についての件を採決をします。

お諮りします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告第３３号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

◎報告第３４号、上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（仲沼義春君） 日程第１１ 報告第３４号 専決処分した事件の承認につい

ての件を議題といたします。

局長の議案朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求めます。

都市建設課長。

〔都市建設課長 圓谷信行君 登壇〕

○都市建設課長（圓谷信行君） ただいま上程されました報告第３４号 専決処分し

た事件の承認についてご提案の説明を申し上げます。

本件の専決第３２号 平成２０年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別会

計補正予算（第２号）につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定によりま

して専決処分したものでございます。

このたびの補正につきましては、年度末における事務事業の確定に伴う整理でご

ざいまして、第１条の既定のとおりでございます。既定の歳入歳出予算の総額から

歳入歳出それぞれ１，１３６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ６４，９８３千円とするものでございます。内容につきましては１５４ページ

の事項別明細書によりご説明申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕
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○都市建設課長（圓谷信行君） 以上、提案理由をご説明申し上げました。ご審議い

ただきましてご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（仲沼義春君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより質疑には入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論にはいります。

討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより報告第３４号 平成２０年度鏡石町鏡石駅東第１土地区画整理事業特別

会計補正予算（第２号）の専決処分した事件の承認についての件を採決します。

お諮りします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告第３４号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

◎報告第３５号、上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（仲沼義春君） 日程第１２ 報告第３５号 専決処分した事件の承認につい

ての件を議題といたします。

局長の議案朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求めます。

教育課長。

〔教育課長 遠藤栄作君 登壇〕

○教育課長（遠藤栄作君） ただいま上程されました報告第３５号 専決処分した事

件の承認についてご説明を申し上げます。

１６１ページをお開き頂きたいと思います。専決第３３号 平成２０年度鏡石町

育英資金貸付費特別会計補正予算（第２号）によりご説明を申し上げたいと思いま

す。今回の専決処分による補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ３０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０，６

７３千円としたものであります。

補正の内容につきましては、寄附金収入と新規貸し付け者等の確定にともない予

算の組み替えを行ったものであります。詳細については１６４ページの事項別明細

書によりご説明申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕

○教育課長（遠藤栄作君） 以上、ご説明申しあげました。承認賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

－15－



○議長（仲沼義春君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより質疑には入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより討論にはいります。

討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

○議長（仲沼義春君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより報告第３５号 平成２０年度鏡石町育英資金貸付費特別会計補正予算

（第２号）の専決処分した事件の承認についての件を採決します。

お諮りします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

[「異議なし」の声あり]

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告第３５号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

◎報告第３６号、報告第３７号、上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（仲沼義春君） 日程第１３ 報告第３６号及び日程第１４報告第３７号の専

決処分した事件の承認についての報告２件を一括議題としたいと思います。

これにご異議ありませんか。

[「異議なし」の声あり]

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告２件を一括議題といたします。

局長の議案朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求めます。

上下水道課長。

〔上下水道課長 小林政次君 登壇〕

○上下水道課長（小林政次君） ただいま一括上程されました報告第３６号並びに報

告第３７号 専決処分した事件の承認について提案理由のご説明を申し上げます。

このたびの補正につきましては、いずれも一部事務事業の確定に伴う予算の整理

でございます。はじめに１６９ページでございます。

専決第３４号につきましてご説明いたします。本件は平成２０年度鏡石町公共下

水道事業特別会計補正予算（第４号）につきまして、地方自治法第１７９条第１項

により専決処分したものであります。

今回の予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１

６，２３５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６５，４８８

千円とするものでございます。また、地方債の補正につきましては１７１ページで

ございますが、第２表地方債補正のとおり、４件につきまして事業等の実績に基づ
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きまして限度額を減額するものであります。内容につきましては、１７４ページか

らの事項別明細書によりご説明申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕

○上下水道課長（小林政次君） 以上で専決第３４号の説明を終わります。

次に、１８３ページをお開き願います。

つづきまして専決第３５号につきましてご説明申し上げます。本件は、平成２０

年度鏡石町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）につきまして、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分したものであります。

今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，

０２３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６３，５８０千円と

するものでございます。内容につきましては、１８６ページからの事項別明細書に

よりご説明申し上げます。

〔以下、「歳入歳出事項別明細書」により説明する。〕

○上下水道課長（小林政次君） 以上、一括上程されました２会計につきましてご説

明申し上げました。ご審議をいただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（仲沼義春君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより報告２件の一括質疑に入ります。

質疑はありませんか。

[「質疑なし」の声あり]

○議長（仲沼義春君） 質疑無しと認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより報告２件の一括討論を行います。

討論はありませんか。

[「なし」の声あり]

○議長（仲沼義春君） 討論無し認めます。

これをもって討論を終了いたします。

これより採決を行います。

はじめに、報告第３６号 平成２０年度鏡石町公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号）の専決処分した事件の承認についての件を採決します。

お諮りします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

[「異議なし」の声あり]

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、報告第３６号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

つぎに、報告第３７号 平成２０年度鏡石町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第４号）の専決処分した事件の承認についての件を採決します。

お諮りします。

本件は承認することにご異議ありませんか。

[「異議なし」の声あり]

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。
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したがって、報告第３７号 専決処分した事件の承認についての件は、承認する

ことに決しました。

◎議案第１４８号、上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（仲沼義春君） 日程第１５議案第１４８号 防災行政無線機購入契約の締結

についてを議題とします。

局長に議案を朗読させます。

○議会事務局長（面川廣見君） [議案第１４８号を朗読]

○議長（仲沼義春君） 提出者から提案理由の説明を求めます。

総務課長。

〔総務課長 木賊正男君 登壇〕

○総務課長（木賊正男君） ただいま上程されました議案第１４８号 防災行政無線

機購入契約の締結につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。

本件につきましては、昭和５５年１２月に導入以来２８年が経過いたしました防

災行政無線機の更新をするものであり、地方自治法第９６条第１項第８号並びに議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基

づき議会の議決を求めるものであります。

内容につきましては、契約の目的といたしまして防災行政無線（移動系）、基地

局１台、車載型２０台、携帯型１８台、契約の方法につきましては指名競争入札、

契約の金額につきましては６，８２５，０００円、契約の相手方につきましては福

島市五老内町１番３１号 日本電気興業株式会社 福島支店 支店長 佐藤 宏で

あります。また、納入期限につきましては、平成２１年８月１０日までとしてござ

います。

なお、本購入に係る契約につきましては、今月、４月２３日に指名業者４社によ

って執行したところでございます。

以上、提案理由をご説明申しあげました。ご審議をいただき、議決賜りますよう

お願い申し上げます。

○議長（仲沼義春君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

[「質疑なし」の声あり]

○議長（仲沼義春君） 質疑なし認めます。

これをもって質疑を終了いたします。

これより、討論を行います。

討論はありませんか。

[「なし」の声あり]

○議長（仲沼義春君）これをもって討論を終了いたします。

これより採決を行います。

議案第１４８号 防災行政無線機購入契約の締結についてを採決しす。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔挙手全員〕
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○議長（仲沼義春君） 挙手全員であります。

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。

ここで、議事運営の都合上、暫時休議します。

休議 午後２時３２分

開議 午後２時４２分

◎追加日程 副議長の辞職、選挙

○議長（仲沼義春君） 休議前に引き続き会議を開きます。

ただいま、深谷荘一君より副議長の辞職願いが提出されました。

お諮りいたします。

この際、副議長辞職の件を日程に追加して審議することにご異議ありませんか。

[「異議なし」の声あり]

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、副議長辞職の件を日程に追加して審議することに決しました。

追加日程 副議長辞職の件を議題といたします。

地方自治法第１１７条の規定によって、深谷荘一君の退席を求めます。

深谷荘一君 退室

○議長（仲沼義春君） 局長に辞職願いを朗読させます。

○議会事務局長（面川廣見君） 局長 辞職願いを朗読

○議長（仲沼義春君） お諮りします。

深谷荘一君の副議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。

[「異議あり」の声あり]

○議長（仲沼義春君） 異議がありますので、起立によって採決します。

副議長の辞職を許可することに賛成の方は、起立願います。

〔起立多数〕

起立多数です。

したがって、深谷荘一君の副議長の辞職を許可することに決しました。

ここで、深谷荘一君の退席を解きます。

深谷荘一君 入室

○議長（仲沼義春君） ただいま副議長が欠けました。

お諮りします。

副議長の選挙を日程に追加し、日程の順序を変更し、ただちに選挙を行いたいと

思いますが、ご異議ありませんか。

[「異議なし」の声あり]

○議長（仲沼義春君） ご異議なしと認めます。

したがって、副議長の選挙を日程に追加し、日程の順序を変更し、ただちに選挙
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を行うことに決しました。

暫時休議いたします。

休議 午後２時５５分

（投票の準備をする）

開議 午後2時５７分

○議長（仲沼義春君） 休議前に引き続き会議を開きます。

追加日程 副議長の選挙を行います。

選挙は、投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場のカギを閉める）

ただいまの出席議員数は１４人です。

次に、立会人を指名します。

会議規則第３０条第２項の規定によって、立会人に１２番小貫良巳君及び１３番

円谷 寛君を指名します。

○議長（仲沼義春君） 投票用紙を配ります。

念のため申し上げます。

投票は、単記無記名です。

（投票用紙の配布）

○議長（仲沼義春君） 投票用紙の配布もれは、ありませんか。

[「なし」の声あり]

○議長（仲沼義春君） 配布もれなしと認めます。

投票箱を点検します。

立会人２名で確認してください。

（投票箱の点検）

○議長（仲沼義春君） 異常なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。

（点呼・投票）

○議長（仲沼義春君） 投票もれはありませんか。

[「なし」の声あり]

○議長（仲沼義春君） 投票もれなしと認めます。
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○議長（仲沼義春君） 投票を終わります。

開票を行います。

小貫良巳君及び円谷 寛君の開票の立ち会いをお願いします。

（開 票）

○議長（仲沼義春君） 選挙の結果を報告します。

投票総数 １４票 有効投票 １３票 無効投票 １票

有効投票のうち 根本重郎君 ７票、渡辺定己君 ４票、今泉文克君 １票、柳

沼俊行君 １票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は４票です。

したがって、根本重郎君が副議長に当選されました。

○議長（仲沼義春君） 議場の出入り口を開きます。

（議場のカギを開く）

○議長（仲沼義春君） ただいま、副議長に当選されました根本重郎君が議場におら

れます。会議規則第３１条第２項の規定によって、当選の告知をします。

根本重郎君の当選承諾と就任のあいさつをお願いします。

根本重郎君。

[副議長 根本重郎君 登壇]

○副議長（根本重郎君） ただいまの副議長の選挙におきまして、みなさまのご協力

によりまして当選することができました。これから議長を補佐、あるいは議員と執

行、そして町民のために微力ながら尽くして行きたいと思いますので、これからも

ご支援のほどよろしくお願い申し上げまして挨拶といたします。ありがとうござい

ました。

○議長（仲沼義春君） ここで議事運営上休議します。

休議 午後２時５９分

開議 午後３時２０分

◎追加日程 議長の辞職、選挙

○副議長（根本重郎君） 議長に代わって副議長根本重郎が議事を進めます。

ただいま、仲沼義春君より議長の辞職願が提出されました。

お諮りいたします。

この際、議長辞職の件を議事日程に追加し、ただちに審議することにご異議あり

ませんか。

[「異議なし」の声あり]

○副議長（根本重郎君） ご異議なしと認めます。

したがって、議長辞職の件を議事日程に追加し、ただちに審議することに決しま

した。

○副議長（根本重郎君） 追加日程 議長辞職の件を議題といたします。
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地方自治法第１１７条の規定によって、仲沼義春君の退席を求めます。

仲沼義春君 退室

○副議長（根本重郎君） 局長に辞職願を朗読させます。

○議会事務局長（面川廣見君） 辞職願を朗読

○副議長（根本重郎君） お諮りします。

仲沼義春君の議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。

[「異議なし」の声あり]

○副議長（根本重郎君） ご異議なしと認めます。

したがって、仲沼義春君の議長の辞職を許可することに決定しました。

ここで、仲沼義春君の退席を解きます。

仲沼義春君 入室

○副議長（根本重郎君） ただいま議長が欠けました。

お諮りします。

議長の選挙を日程に追加し、日程の順序を変更し、ただちに選挙を行いたいと思

いますが、ご異議ありませんか。

[「異議なし」の声あり]

○副議長（根本重郎君） ご異議なしと認めます。

したがって、議長の選挙を日程に追加し、日程の順序を変更し、ただちに選挙を

行うことに決定しました。

○副議長（根本重郎君） 追加日程 議長の選挙を行います。

選挙は、投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場のカギを閉める）

ただいまの出席議員数は１４人です。

次に、立会人を指名します。

会議規則第３０条第２項の規定によって、立会人に１４番円谷寅三郎君及び１番

深谷荘一君を指名します。

○副議長（根本重郎君） 投票用紙を配ります。

念のため申し上げます。

投票は、単記無記名です。

（投票用紙の配布）

○副議長（根本重郎君） 投票用紙の配布もれは、ありませんか。

[「なし」の声あり]
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○副議長（根本重郎君） 配布もれなしと認めます。

投票箱を点検します。

立会人２名で確認してください。

（投票箱の点検）

○副議長（根本重郎君） 異常なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。

（点呼・投票）

○副議長（根本重郎君） 投票もれはありませんか。

[「なし」の声あり]

○副議長（根本重郎君） 投票もれなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

円谷寅三郎君及び深谷荘一君の、開票の立ち会いをお願いします。

（開 票）

○副議長（根本重郎君） 選挙の結果を報告します。

投票総数 １４票 有効投票 １３票 無効投票 １票

有効投票のうち 今泉文克君 ８票、渡辺定己君 ２票、菊地栄助君 １票、木

原秀男君 １票、大河原正雄君 １票以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は４票です。

したがって、今泉文克君が議長に当選されました。

○副議長（根本重郎君） 議場の出入り口を開きます。

（議場のカギを開く）

○副議長（根本重郎君） ただいま、議長に当選されました今泉文克君が議場におら

れます。会議規則第３１条第２項の規定によって、当選の告知をします。

今泉文克君の当選承諾と就任のあいさつをお願いします。

今泉文克君。

[議長 今泉文克君 登壇]

○議長（今泉文克君） ひと言ご挨拶を申し上げます。ただいま選挙におきまして、

鏡石町議会の議長という大役を仰せつかったところでございます。今、時代は非常

に経済不況、あるいは町においても少子高齢化、それから新たに進めるところの駅

東開発や上水道の新たな第５次拡張計画等が山積しているところでございます。
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そのような中で、議長という大役を仰せつかることでございますが、町民の声は

あるいはニーズは多様化しており、それらをどういうふうに調整していくのか、町

民の方々の声をお伺いし、そして１４名の議員の皆様方の議会運営について一人ひ

とりのお話を聞きながら運営していくことが大切な事かなと思っております。

そういうことを考えますと、大変身の引き締まる思いでございます。私このよう

に力不足ではございますが、皆さまのご協力と町執行のご指導を頂ければ、よりよ

い町づくりに進めるかなと心に思っておるところでございます。

今後とも皆さまのご指導いただきながら鏡石町発展のために一生懸命がんばりま

すので、よろしくお願い申し上げまして就任の挨拶に代えさせていただきます。

どうかよろしくお願いいたします。

○副議長（根本重郎君） あいさつが終了しましたので、ここで議長交代をいたしま

す。暫時休議します。

休議 午後３時３６分

開議 午後３時５２分

◎追加日程 議席の一部変更について

○議長（今泉文克君） 休議前に引き続き会議を開きます。

ただいまの議長、副議長の交代に伴い議席の一部変更についてを日程に追加し、

日程の順序を変更し、ただちに議題とすることにご異議ありませんか。

[「異議なし」の声あり]

○議長（今泉文克君） ご異議なしと認めます。

したがって、議席の一部変更についてを日程に追加し、日程の順序を変更しただ

ちに議題とすることに決定しました。

追加日程 議席の一部変更についてを議題といたします。

議長及び副議長の交代に伴い、会議規則第３条第３項の規定によって議席の一部

変更をいたします

根本重郎君の議席を１番に、大河原正雄君の議席を５番に、柳沼俊行君の議席を

６番に、仲沼義春君の議席を７番に、木原秀男君の議席を８番に、今泉文克の議席

を９番に、深谷荘一君の議席を１０番にそれぞれ変更いたします。

ここで議席替えのため暫時休議します。

休議 午後３時５５分

開議 午後３時５６分

○議長（今泉文克君） 休議前に引き続き会議を開きます。

なお、議席の一部変更による議席替えを行っておりますが、議席の指名表示は旧

表示のままでありますのでご了承をお願いいたします。

◎日程第１６ 常任委員会委員の改選について

○議長（今泉文克君） 日程第１６ 常任委員会員の改選についての件を議題といた

します。
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○議長（今泉文克君） お諮りいたします。

常任委員会員の改選については、委員会条例第５条第１項の規定により、議長に

おいて指名したいと思います。

これにご異議ございませんか。

[「異議なし」の声あり]

○議長（今泉文克君） ご異議なしと認めます。

したがって、議長において指名いたします。

総務文教常任委員会委員に、１０番 深谷荘一君、４番 今駒隆幸君、７番 仲

沼義春君、８番 木原秀男君、１２番 小貫良巳君、１４番 円谷寅三郎君、９番

今泉文克、以上の７名を。

次に、産業厚生常任委員会委員に２番 今駒英樹君、３番 渡辺定己君、１番

根本重郎君、５番 大河原正雄君、６番 柳沼俊行君、１１番 菊地栄助君、１３

番 円谷 寛君、以上の７名をそれぞれ指名いたします。

したがって、ただいま指名いたしました諸君を、それぞれの常任委員会委員に改

選することに決しました。

ここで、お諮りいたします。

議長の常任委員の辞退の件でございます。

議長においては、その運営上、辞退いたすことが先例でございますので、この際

私は、総務文教常任委員会委員を辞退したいと思います。

これにご異議ありませんか。

[「異議なし」の声あり]

○議長（今泉文克君） ご異議なし認めます。

したがって、議長の常任委員の辞退の件は決定いたしました。

ここで、各常任委員会の正副委員長互選のため、暫時休議いたします。

休議 午後３時５８分

開議 午後４時１２分

○議長（今泉文克君） 休議前に引き続き会議を開きます。

ここで、各常任委員会で互選されました正副委員長をご報告いたします。

総務文教常任委員会委員長に深谷荘一君、総務文教常任委員会副委員長に円谷寅

三郎君、産業厚生常任委員会委員長に柳沼俊行君、産業厚生常任委員会副委員長に

今駒英樹君がそれぞれ決定いたしました。以上で報告を終わります。

◎日程第１７ 議会運営委員会委員の改選について

○議長（今泉文克君） 日程第１７ 議会運営委員会委員の改選についての件を議題

といたします。

お諮りいたします。

議会運営委員会委員の改選については、委員会条例第５条第１項の規定により、

議長において指名したいと思います。

これにご異議ありませんか。

[「異議なし」の声あり]
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○議長（今泉文克君） ご異議なし認めます。

したがって、議長において指名いたします。

議会運営委員会委員に深谷荘一君、円谷寅三郎君、小貫良巳君、柳沼俊行君、今

駒英樹君、菊地栄助君、根本重郎君、以上の７名を指名いたします。

したがって、ただいま指名いたしました諸君を議会運営委員会委員に改選するこ

とに決しました。

ここで、議会運営委員会委員の正副委員長互選のため、暫時休議いたします。

休議 午後４時１４分

開議 午後４時２０分

○議長（今泉文克君） 休議前に引き続き会議を開きます。

ここで、議会運営委員会で互選されました正副委員長をご報告いたします。

議会運営委員会委員長に菊地栄助君、議会運営委員会副委員長に円谷寅三郎君が

決定いたしました。

以上で報告を終わります。

◎閉議の宣告

○議長（今泉文克君） 以上をもって、本臨時会に付議されました案件の審議は全部

終了いたしました。

◎町長あいさつ

○議長（今泉文克君） ここで、閉会にあたり招集者からあいさつがあります。

町長。

〔町長 木賊政雄君 登壇〕

○町長（木賊政雄君） 閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

本日提案いたしました議案につきまして、慎重な審議をいただき、全議案、承認

議決賜り誠にありとうございました。厚く御礼を申し上げます。

さきほど議会の構成替えが行われ、今泉文克議長、根本重郎副議長はじめ各常任

委員会及び議会運営委員会の常任委員長並びに副委員長が選出されました。

それぞれの要職につかれた皆さま方に、心からお祝いを申し上げます。

議員各位におかれましては、ご多忙のこととは存じますが、なにとぞご自愛の上

さらなる町政発展に、ご尽遂賜りますことを心からお願い申し上げ、閉会のあいさ

つといたします。ありがとうございました。

◎閉会の宣告

○議長（今泉文克君、） これにて、第４回鏡石町議会臨時会を閉会いたします。

ご苦労様でした。

閉会 午後４時２４分
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